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１．平成25年９月期決算の概要 

（1）経営環境 

平成 25 年度上期の日本経済の現況を見ますと、昨年末の政権交代以降、大胆な金

融緩和や財政政策により為替市場は円安が進行、それに連動して輸出企業の収益が改

善するなどの動きが見られております。また、株式市場も活況となり株価も上向くな

ど景気は回復傾向にあります。 

一方、地域経済においては、観光面では九州新幹線全線開通効果の下支えや県外（特

に関東・中部）・海外からの観光客が増加したことにより引き続き高水準で推移して

おります。しかしながら、個人消費や生産面などにおける影響については遅効性があ

ると考えており、鹿児島経済全体への今後の波及効果が期待されます。 

このような環境のもと、当行は、「真のリレバンの実践」による「地元鹿児島県を中

心とした地域経済活性化への貢献」を果たしていくために、「経営強化計画」に掲げた

各種施策に取り組んでまいりました。 
 

（2）決算の概要（単体ベース） 

①資産・負債の状況 

主要勘定のうち、平成25年９月末の貸出金は、地元鹿児島県の中小企業・個人向け

の中・小口貸出等を中心に増強を図り、前年比7,889百万円増加し、528,657百万円と

なりました。有価証券は、国債等の増加により、前年比12,547百万円増加し、94,262

百万円となりました。 

一方、預金は、個人預金等が順調に増加したことから、前年比12,087百万円増加し、

669,041百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加等から、前年比6,692百万円増加し、39,642百万円とな

りました。 

 

[資産・負債の推移（表1）]（単体）               （単位：百万円） 

  25年9月末

実績 25年3月末比 24年9月末比

25年3月末 

実績 

24年9月末 

実績 

資産 723,050 10,787 16,235 712,263 706,815

うち貸出金 528,657 1,683 7,889 526,974 520,768 

うち有価証券 94,262 644 12,547 93,618 81,715

負債 683,408 9,244 9,543 674,164 673,865

うち預金 669,041 9,037 12,087 660,004 656,954 

うち社債・借用金 2,000 0 △3,000 2,000 5,000

純資産 39,642 1,543 6,692 38,099 32,950
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 ②損益の状況 

資金利益は貸出金利回りの低下により貸出金利息が減少しましたが、預金利息等の

資金調達費用の減少により、前年比124百万円増加し、7,033百万円となりました。 

業務粗利益は、資金利益の増加および国債等関係損益の増加により、前年比422百万

円増加し、7,489百万円となりました。 

経費面では、人件費・物件費ともに削減に努めたことから前年比110百万円減少し、

5,065百万円となりました。 

また、一般貸倒引当金繰入額は、前年比262百万円減少しました。 

以上により、業務純益は前年比794百万円増加の2,423百万円となりました。 

また、臨時損益については、株式売却益の増加および不良債権処理費用の減少等に

より、前年比1,885百万円増加し、1,264百万円となりました。 

この結果、経常利益は前年比2,680百万円増加し3,687百万円となりました。また、

中間純利益についても前年比2,406百万円増加し、3,162百万円となりました。 

 

  [損益状況の推移（表2）] （単体）              （単位：百万円） 

  25年9月期 

実績 24年9月期比 

25年3月期 

実績 

24年9月期 

実績 

業務粗利益 

［コア業務粗利益］ 

    7,489 

[  7,038 ] 

422 

[     7 ] 

    13,994 

[  13,951 ] 

     7,067 

[   7,031 ] 

資金利益  7,033  124  13,789   6,909 

役務取引等利益     △0    △111      150     111 

 

 

 その他業務利益 

（うち国債等関係損益） 

    456 

(     451 )

    410 

(     416 ) 

    55 

(      42 ) 

    46 

(      35 ) 

経費  5,065 △110 10,083   5,175 

（うち人件費） (   2,777 ) (   △59 ) (   5,627 ) (    2,836 ) 

 （うち物件費） (   2,045 ) (   △35 ) (   3,992 ) (    2,080 )

一般貸倒引当金繰入額     - △262     390     262 

業務純益 

［コア業務純益］ 

  2,423 

[   1,972 ]

   794 

[    117 ] 

  3,520 

[   3,868 ] 

   1,629 

[    1,855 ]

臨時損益   1,264   1,885   △1,290    △621 

（うち不良債権処理額） (      75 ) (    △461 ) (   1,423 ) (      536 ) 

（うち株式関係損益） (   1,390 ) (    1,361 ) (     319 ) (       29 )

経常利益   3,687   2,680   2,229   1,007 

特別損益    △11     4    △43    △15 

税引前当期純利益   3,676   2,684   2,185      992 

法人税、住民税及び事業税      95    △27    229      122 

法人税等調整額    419     305    230      114 

当期純利益  3,162  2,406  1,726      756 
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平成25年９月末の金融再生法開示債権は、前年比1,533百万円減少し34,613百万円と

なりました。金融再生法開示債権比率については前年比0.39％低下し、6.48％となり

ました。 

金融再生法開示債権のうち84.46％にあたる29,234百万円については担保・保証や貸

倒引当金で保全を行っております。また、部分直接償却を実施した場合の開示債権比

率は5.76％となります。 

 
[金融再生法開示債権比率の状況（表3）]（単体）          （単位：百万円、％） 

25年9月末   25年3月末 24年9月末

実績 25年3月末比 24年9月末比 実績 実績 

金融再生法開示債権 34,613 △2,675 △1,533 37,288 36,146

総与信 534,005 1,718 8,344 532,287 525,661

金融再生法開示債権比率 6.48 △0.52 △0.39 7.00 6.87

 

平成25年９月末の自己資本比率は、劣後債の償還等により、前年比0.17％低下しま

したが、中間純利益の計上により利益剰余金が増加したことから前期比においては

0.64％上昇し、9.23％となりました。TierⅠ比率については、前年比0.60％上昇し、

7.66％となりました。 

 

[自己資本比率の状況（表4）]（単体）                （単位：％） 

 

 
25年9月末   25年3月末 24年9月末 

 
実績 25年3月末比 24年9月末比 実績 実績 

自己資本比率 9.23 0.64 △0.17 8.59 9.40 

 TierⅠ比率 7.66 0.66 0.60 7.00 7.06 
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２．経営改善にかかる数値目標の実績 

（1）コア業務純益 

平成25年９月期の貸出金の平均残高は、中小企業向け貸出および消費者ローン等に

積極的に取り組んだことから、前年比8,851百万円増加し522,078百万円となりました。 

しかしながら、貸出金において他行との競合等により利回りが計画を0.20ポイント

下回ったことから、貸出金利息は計画を545百万円下回りました。預金においては個人

預金等を中心として積極的に増加を図ったものの、利回りが計画を0.013ポイント下回

ったことから、預金利息は計画を40百万円下回りました。また、有価証券利息配当金

についてはデュレーションの短期化や有価証券利回りの低下により、計画を14百万円

下回ったことから、資金利益全体では計画を492百万円下回りました。コンサルティン

グ機能の発揮による信用コストを意識した適正な実行金利の確保や消費者ローンへの

取組みによるポートフォリオの見直しなどにより改善を図っていきます。 

役務収支については、金融商品販売手数料が前年比減少したことに加え、消費者ロ

ーンの増加により支払保証料が増加したことなどから、計画を182百万円下回りまし

た。 

一方、営業経費においては、経費削減へ向けた諸施策の効果が現れつつあり、人件

費・物件費ともに計画を下回り、営業経費全体では計画を170百万円下回りました。 

これらにより、コア業務純益は、計画を501百万円下回り1,972百万円となりました。 

 

［コア業務純益の計画・実績（表5）］               （単位：百万円） 

 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期

 実績 

（始期）
実績 実績 実績 実績 計画 実績 計画比 始期比 計画

コア業務

純益 
3,827 1,957 4,009 1,855 3,868 2,473 1,972 △501 117 5,074

 
※コア業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額－国債等債券関係損益 
※始期比においては、始期の水準が通期ベースであるため、25/9期実績（半期）を２倍したものと
比較しております。 

 

（2）業務粗利益経費率  

平成25年９月期における資金利益は、前述のとおり貸出金利回りの低下を主要因と

して計画を492百万円下回っております。また、役務収支についても、支払保証料の増

加などにより計画を182百万円下回っております。以上により国債等関係損益は計画を

451百万円上回ったものの、資金利益、役務収支が計画を下回ったことなどから、業務

粗利益は計画を219百万円下回る7,489百万円となりました。 

機械化関連費用を除く経費は、効率化への取組みにより、計画を146百万円下回る

4,294百万円となりました。 

その結果、業務粗利益経費率は57.33％となり、計画を達成しております。 

今後も引き続き、中小企業等向け貸出の増強等によって資金利益の拡大を図るとと

もに、経費削減によって業務粗利益経費率の低減に努めてまいります。 
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［業務粗利益経費率の計画・実績（表6）］ （単位：百万円、％） 

 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 

 実績 

（始期） 
実績 実績 実績 実績 

経費（機械化関連 

費用除く） 
8,768 4,364 8,606 4,360 8,480

業務粗利益 15,260 7,191 15,034 7,067 13,994

業務粗利益経費率 57.45 60.68 57.24 61.70 60.60
 

 

 25/9期 26/3期 

 計画 実績 計画比 始期比 計画 

経費（機械化関連 

費用除く） 
4,440 4,294 △146 △180 8,841

業務粗利益 7,708 7,489 △219 △282 15,494

業務粗利益経費率 57.61 57.33 △0.28 △0.12 57.06

 
※業務粗利益経費率＝（経費－機械化関連費用）／業務粗利益 
※機械化関連費用は、減価償却費、機械賃借料等を計上 
※始期比においては、始期の水準が通期ベースであるため、25/9期実績（半期）を２倍したものと
比較しております。 
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３．経営の改善の目標を達成するための方策の進捗状況 

（1）収益力の強化 

①中小企業・事業者向け戦略の再構築 

イ.「リレバンモデル」の概要について 

  本計画において当行は、「信用力で選別することなく、面の活動においてお取

引先事業者の事業運営に本格的に責任を持つことで、強力なリレーションを構築

するとともに、地域経済を活性化することで不良債権を抑制し、預金者保護を全

うする。」という真のリレバンを実践することで、中小企業・事業者向け戦略（以

下「リレバンモデル」）を再構築してまいります。これにより、当行はいたずら

な金利競争を回避しながら、自らの収益力の向上につなげてまいります。 

  具体的には、経済環境が厳しい鹿児島県において、当行のポートフォリオの中

で、「特に優先的に支援すべき業種」（残高やお取引先数の割合が大きく、要注

意先以下残高も多い業種）である４業種（サービス業、卸・小売業、建設業、不

動産業）を中心とした中小規模事業者のお取引先を対象とし、新たな販路開拓や

事業運営方法の改善を支援することにより、営業利益の改善を重視した売上高の

改善をお手伝いする活動（新販路開拓コンサルティング、以下「ＷＩＮ－ＷＩＮ

ネット業務」）を展開してまいります。本業務は、当行の支援活動により当初契

約した目標額以上に売上高および営業キャッシュフローが改善した場合にのみ手

数料をいただく、「完全成功報酬型」としております。 

  本業務は支援対象となる事業者との「ＷＩＮ－ＷＩＮ」の関係構築による当行

の「経営力の強化」を目指しておりますが、本業務を組織的かつ継続的に行うこ

とにより、行員の実態把握能力（目利き）の向上およびリレーションの強化、お

取引先企業のランクアップによる信用コストの抑制も期待されます。加えて、本

業務による地域社会・お客様からの当行に対するイメージの変革、支援活動に伴

う新規お取引先の増加による営業基盤の拡大など、副次的な波及効果も期待され

ます。 

また、本リレバンモデルの実践に際しては、経営戦略の管理手法である「バラ

ンススコアカード」（以下、ＢＳＣ）を導入し、モデル上の戦略を、達成期間や

難易度に応じて「財務」「顧客」「内部プロセス」「学習と成長」の各視点という

４つのセグメントに分類の上、達成状況を指標により評価・管理し、計画達成に

向けて取り組んでおります。ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務におけるＢＳＣについて

平成２４年度末時点で中間総括をすると、事業性取引全般のスプレッド収益改善

が苦戦する中、契約先については貸出平残とスプレッド収益がともに計画始期比

改善し（「財務の視点」）、着実に契約先の新販路開拓支援は進み、交渉中の商談

に期待される売上高改善見込額は当初計画を上回って推移しており、成約実績も

あがってきています（「顧客の視点」）。またコンプライアンスの周知を中心にす

えた「内部プロセスの視点」は、マニュアル整備と本部専担部署の臨店指導とデ

ータ精査結果に基づくオフサイト指導などで概ね良好な結果となっています。 
一方で「学習と成長の視点」は、ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務がコンプライアン

ス以外の部分でも難易度の高い業務であったことから、業務フローやシステム操

 - 6-



 

作などの指導負担が大きく、本来期待していた、様々な業種特有の事業運営ノウ

ハウ取得が後手に回っています。上位の視点において実績をあげる際に、商談の

とりまとめが取り組みやすい特定の業種の契約先に偏ってしまうことが懸念され

るため、今後注視していきます。 

 

ロ.ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務の取組み状況について 

 平成23年度上期にインフラおよび態勢整備としてデータベースシステムの開発

を行い、「契約書類」およびコンプライアンス面を含めた「業務マニュアル」を

制定しました。特に契約書類や業務マニュアルの制定にあたっては、銀行法や独

占禁止法における優越的地位の濫用、利息制限法等の観点から、弁護士と再三の

打ち合わせを行い、リーガルオピニオンを取得のうえ取り組みました。 

 業務マニュアルにおいては、支援対象先の販売形態に応じた支援方法や、十分

な事前説明活動の必要性、商流情報の収集・データベース化、コンサルティング

業務委託契約の方法等、本業務の遂行に必要な諸策についてルールを制定しまし

た。平成23年度下期には、上期における態勢整備を踏まえ、「ＷＩＮ－ＷＩＮネ

ット業務」が組織的な取組みとなるよう、営業店がより活用しやすい「営業店用

業務マニュアル」や「業務のご案内」を作成しました。併せて、収集した商流情

報のデータベース化をはじめ、一元的に案件進捗や計数を管理できるシステムの

構築にも取組み、平成25年度下期より稼動を開始しております。 

コンプライアンスについても、コンプライアンス関連規範の制定や業務マニュ

アルに「コンプライアンス・クレーム事例」を記載するなど、本業務を地域や支

援先の信頼を得ながら、永続的に取り組むための適切な態勢を整備いたしました。 

また、「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」を取り組む上で必要な行員のスキル向上

については、外部コンサルタントによるセミナーや各種研修時における説明会を

実施いたしました。また、若手行員が主体となる自主勉強会「なんぎん維新塾」

も定期的に開催しており、各業界における特性等の習熟に努めております。 

本業務の主な担い手である渉外行員における本業務以外の負担については、「営

業店事務の本部集中化」（後述）により軽減を図っております。 

上記のような態勢整備をふまえ、平成23年10月からお取引先への業務の主旨説

明および業務委託契約締結活動を開始しました。 

具体的な活動内容としては、各営業店の対象先のお客様に対して「ＷＩＮ－Ｗ

ＩＮネット業務」の内容を説明し、売上高改善目標と成功報酬の手数料を協議し

ます。目標売上と手数料をお客様に納得いただいた上で「新販路開拓コンサルティ

ング（ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務）業務委託契約書」を締結し、内部手続きを踏まえ

た上で、お客様からご提出いただいた商流情報をもとに、実際の支援活動に取り

組んでおります。 

実施態勢については、本業務を円滑かつ適切に実施できるよう、平成24年３月

に営業統括部支店支援室内に『ＷＩＮ－ＷＩＮネット推進グループ』を新設し、

同グループが中心となって、営業店の全面サポートを実施しております。また、

データベースシステムを活用した運営管理・コンプライアンス管理を徹底するこ
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とにより、従来の銀行業務同様、実績や計数管理を行い、スムーズな業績評価運

営体制の構築を図っております。 

全店（東京支店を除く）の対象先に、広く契約締結に向けた説明を行い、コン

プライアンスに留意しながら契約締結活動を行っております。 

平成25年９月末で1,332先と業務委託契約を締結しており、契約締結状況は順調

であると認識しております。本契約において当行が契約先にコミットした売上追

加額である「売上高改善目標」は合計で12,727百万円となりました。平成24年度

上期から業務委託契約先に対して見込先への販路紹介を行うなど、具体的な支援

活動に着手しており、売上高支援実績は135先の309百万円（売上金入金ベース）

となりました。また、384先の契約先に対して売上支援案件（成約した場合、2,126

百万円の売上改善が実現）を提案しております。 

本業務は、契約した売上高改善目標を達成して初めて当行が手数料をいただく

「完全成功報酬型」であるため、当行への収益貢献については遅効性があります

が、平成25年度上期までに８先の売上高改善目標を達成し、成果報酬手数料を徴

求しております。また、契約締結先においては、未契約先と比べ、融資取引の拡

大などの取引深耕が図られており、ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務は過度な金利競争

からの回避においても効果があると確信しております。今後も、契約締結先の新

販路開拓支援によるコンサルティング機能の発揮に努めてまいります。 

 

ハ.地域シェアの向上と事業所貸出先数の増加 

当行の鹿児島県内における預貸金シェアおよび事業所貸出先数の推移をみると、

平成25年３月末現在、預金シェアは6.5％（平成24年３月末比＋0.1ポイント）、

貸出金シェアは11.1％（平成24年３月末比△0.1ポイント）となっています。 

事業所貸出先数は、平成25年９月末現在7,406先（平成25年３月末比44先増）と

なり、増加に転じております。ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務及び経営支援活動を絡

めた資金需要創出に努めることで、今後も取引先数の増加や地域シェアの拡大を

見込んでおります。 

 

[鹿児島県内預貸金シェアの推移（表7）]               （単位：％、億円） 

 18/3末 

実績 
19/3末 

実績 
20/3末

実績 
21/3末

実績 
22/3末

実績 
23/3末 

実績 
24/3末 

実績 
25/3末

実績 
貸出金シェア 10.7 10.4 10.5 10.6 10.9 11.0 11.2 11.1

県内貸出残高 36,381 37,412 38,082 38,867 39,344 39,682 39,677 40,897

預金シェア 6.0 6.1 6.2 6.1 6.3 6.4 6.4 6.5

                              （出所：金融マップ（金融ジャーナル）） 
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[事業所貸出先数の推移(表８)]                     (単位：先) 

 19/3末

実績 
20/3末 

実績 
21/3末

実績 
22/3末

実績 
23/3末

実績 
24/3末

実績 
25/3末 

実績 
25/9末

実績 
事業所貸出先数 8,324 8,312 8,067 7,991 7,819 7,532 7,362 7,406

うち鹿児島県内 6,995 7,028 6,884 6,845 6,693 6,460 6,367 6,523

うち鹿児島県外 1,329 1,284 1,183 1,146 1,126 1,072 995 883

 

②リテール部門の強化 

イ.コア施策 

（イ） 本部機構改革 

基盤機能取引の拡大による安定した役務収益の強化を図ることを目的とし、

支店支援室内に『リテール推進グループ』を創設し、年金、給与振込、為替・

口座振替等の基盤機能強化を図っております。 

平成24年11月にミナミネット支店(住宅ローンセンター・個人ローンセンタ

ー)および個人相談プラザを「南日本銀行第二ビル」に「with youプラザ」とし

て移転・集約し、個人のお客様の利便性向上に努めております。 

 

 （ロ）渉外力の強化 

渉外体制については、平成21年８月の地区管理体制および渉外行動・成果・

評価基準の改定により、法人渉外・総合渉外・リテール渉外・ＭＰ（マネープ

ランナー）に区分し、役割分担を明確にした上で営業活動を展開しています。 

平成23年11月には、全員営業態勢の確立、「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」の本

格展開および事務の本部集中化を踏まえ、「内務行員の営業行動管理基準」を制

定するとともに、『渉外行動・成果・評価基準』を改定しました。 
これは内務行員を含めた渉外力の強化を目的としたものであり、以下の観点

から取り組むものです。 
 

 ・ 渉外行員だけでなく内務行員も顧客を担当し、リテール商品・基盤等の推進を

図ることにより、法人渉外・総合渉外が「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」および

融資関連業務に特化できる環境を整えること。 
・ メインバンク化の推進や金融商品・ローン等の獲得に繋げるとともに、口座振

替等の基盤強化を図ること。 

・ 既存の金融商品保有のお客様を内務行員およびリテール渉外、ＭＰ（マネープ

ランナー）が担当することにより、金融商品販売の専門性の向上を図ること。

 

 

 

 

 

 

 

 

（ハ）オペレーションの見直しとサービスの強化 

平成23年４月に非対面チャネルの消費者ローン特化店舗として、ミナミネッ

ト支店を開設するとともに、ローン専用ホームページを開設し、ホームページ
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上のローン受付画面の充実を図っております。これにより、常時ローンの申し

込みを可能とする態勢を構築しました。受付チャネルが拡大したことで、消費

者ローンは順調に増加しております。 

また、従来、保証会社毎に異なっていた約款・ローン規定書式を統一した商

品である３７３カードローン『ＷＡＺＺＥＣＡ（ワッゼカ）』、フリーローン『Ｈ

ＡＥ（ハエ）』の取扱いを開始しました。既存商品の見直しを行うとともに、業

務の効率化および各種オペレーションの改善を図ったことで、手続きの簡素化

が図れております。 

※鹿児島の方言で、「ワッゼカ」とは「すごく、とても」、「ハエ」とは、「早

い」の意味。 

 

 （ニ）コンサルタント機能の強化 

お客様からの消費性資金の相談については、営業店に「消費者ローン相談窓

口」を設置しております。また、消費者ローン特化店であるミナミネット支店

においても、現在の生活環境や債務状況等をより丁寧にヒアリングすることで、

具体的な検討・助言を行い適切に対応しております。多重債務に陥った相談者

への対応については、住宅ローンセンターにおいて「消費者ローン休日相談窓

口」を設置しており、法律相談センター等の機関へスムーズに誘導するなど、

連携を密に図ることで債務整理や生活再建のための相談機能を充実させてお

ります。 

 

ロ.リテール部門におけるビジネス分野 

（イ）住宅ローンの強化 

平成20年５月にオープンした「住宅ローンセンター」は休日も営業（年末・

年初・祝祭日を除く）しており、住宅取得希望者や住宅販売業者からのニーズ

に対しタイムリーに対応しております。こうした中、平成 25 年９月末の住宅

ローン残高は987億円（平成24年９月末比８億円増加）となりました。また、

長期間にわたる固定金利を望まれるお客様に対しては、フラット 35 のご案内

を行うなどお客様のライフプランに応じた資金供給を行っております。 

 

  （ロ）アパートローンの強化 

アパートローンの残高は、アパートローンを利用されるお客様のニーズに適

切に対応しましたが、金利等他行との競合が激化したことにより、平成 25 年

９月末現在 554 億円（平成 24 年９月末比１億円の減少）となりました。個人

向け住宅資金貸出の実績（住宅ローン、アパートローン含む）においては、1,542

億円（平成24年９月末比７億円増加）と堅調に推移しております。 
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［住宅向け貸出の実績（表9）］                 （単位：百万円） 

 22/9期

実績 
23/3期

実績 
23/9期

実績 
24/3期

実績 
24/9期

実績 
25/3期

実績 

25/9期

実績 
前年比 

住宅ローン 95,074 96,098 96,757 97,480 97,991 98,858 98,799 808

アパートローン 51,942 53,654 53,936 54,837 55,544 55,661 55,436 △108

合  計  147,016 149,752 150,693 152,318 153,535 154,519 154,235 700

  

（ハ）消費者ローンの強化 

平成23年４月に開設した「ミナミネット支店」においてインターネット上で

消費者ローンの 24 時間受付を可能としたことで、受付チャネルが拡大してお

ります。あわせて、専用商品を開発したことで、受付件数は大幅に増加してお

ります。これらにより、平成25年９月末現在の消費者ローン残高は、231億円

（平成24年９月末比22億円増加）となりました。 

 

  （ニ）個人預金の受入れ強化 

個人預金総体の残高は、平成25年9月末現在4,617億円、平成24年9月末

比では84億円の増加となっております。 

個人預金増強策としては、年金振込みや給与振込みの増強運動に加えて、創

業100周年記念商品として「with you定期預金」、「よか夢定期預金」等の企画

商品を販売しました。 

今後も、お客様の多様なニーズにマッチした商品、喜ばれるサービスをタイ

ムリーに提供していくことで、安定した調達基盤の構築に努めてまいります。 

 

［個人預金残高実績（表10）］（国内）              （単位：百万円） 

 22/9期 

実績 
23/3期

実績 
23/9期

実績 
24/3期

実績 
24/9期

実績 
25/3期 

実績 
25/9期

実績 
平成24年

9月末比

個 人 預 金 残 高 435,791 442,911 446,270 454,276 453,262 458,082 461,725   8,463

 内流動性残高 101,698 104,990 109,501 113,649 118,950 120,331 121,155 2,205

 内定期性残高 333,676 337,455 336,248 340,104 334,311 337,750 340,569 6,258

 

  （ホ）非金利収入の拡大 

非金利収入増強策のひとつとして取り組んでいる金融商品販売については、

平成 25 年９月末残高ベースで、投資信託が 158 億円（平成 24 年 9 月末比 28

億円増加）、個人分野の保険が370億円（平成24年９月末比61億円増加）、国

債が 81 億円（平成 24 年９月末比 17 億円減少）となり、合計で 609 億円（平

成24年９月末比72億円増加）となりました。 

「なんぎん個人相談プラザ」に駐在する専門スタッフが、お客様からの電話

相談や訪問による資産運用相談サービスを展開しており、平成 25 年４月にオ

ープンした西谷山出張所では、同プラザと直結したテレビ電話で相談を受付け
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るなど、接点拡大とサービスの充実に努めています。 

また、口座振替や為替手数料の増強策として、法人ＷＥＢやＫ－ＮＥＴ元請

契約獲得に力を入れており、基盤収益の強化に努めています。 

 

（2）経営の効率化 

①ローコスト体制の構築 

イ． 従業者の戦力化 

[従業員数の推移 （表11）]                           （単位：人） 

21/9 22/3 22/9 23/3 23/9 24/3 24/9 25/3 25/9   

実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 前期比

期末従業員数 986 963 963 927 944 916 951 913 925 12

行員 774 744 760 713 713 673 679 644 645 1 

嘱託・パート 212 219 203 214 231 243 272 269 280 11

 

[従業員数の内訳 （表12）]                         （単位：人） 
 22/3 

実績 

22/9 

実績 

23/3 

実績 

23/9 

実績 

24/3 

実績 

24/9 

実績 

25/3 

実績 

25/9 

実績 前期比

期末行員数 744 760 713 713 673 679 644 645 1

（うち本部） 139 143 140 141 143 141 139 136 △3

（うち営業店） 605 617 573 572 530 538 505 509 4

従業者(行員＋臨時) 963 963 927 944 916 951 913 925 12

（うち本部） 232 235 230 237 244 250 240 247 7

（うち営業店） 731 728 697 707 672 701 673 678 5

 

期末の従業員数は925名となりました。（平成25年３月末比12名の増加） 

従業員数の内訳については、営業強化のために行員および嘱託・パート職員の

採用を行っており、営業店人員は５名増加しました。また、子会社清算により人

員を本部にて転籍採用したことで７名増加しました。 

 

 a．出向先の拡大によるリレーション強化・戦力化 

平成25年９月末の出向者は前期と同数の45名となっておりますが、平成25年

上期に３名転職したことにより、実質的には増加しました。当行グループ会社

以外への出向者は26名と２名増加し、転籍者も含め出向先は順調に拡大してい

ると考えております。今後も当行と地元企業とのリレーション強化、ならびに

当行人材の地元中小企業等での活用を目的として、当行グループ会社以外の出

向者拡大を図ってまいります。 
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[出向者数 （表13）]                   （単位：人） 

22/9末 23/3末 23/9末 24/3末 24/9末 25/3末 25/9末 前期比

出向者数 41 41 43 43 44 45 45 0

転籍者数（期間実績） 6 4 1 3 2 2 3 1

 

b．従業者の多能化による戦力化 
営業店の窓口業務の嘱託・パート化が定着し、女性行員をＭＰ（マネープラ

ンナー）として配置（平成25年9月末現在39名）したことに加え、内勤とのジ

ョブローテーションも行っていることからＭＰ経験者は増加し、従業者の多能

化は着実に進んでおります。しかし総人員は抑制しているため、本部の嘱託・

パート職員についても、新たな職場での実務研修（人材シェアリング制度）を

継続実施し、「一人二役・三役」を目標に本部嘱託・パート職員の更なる戦力

化（業務多様化への対応）を促進し、可能な限り営業店へ配置できる人員を確

保するようにしております。基盤取引拡大や資産運用相談を中心としたリテー

ル部門やＷＩＮ－ＷＩＮネット業務を中心とした事業者へのコンサルティン

グ業務など役割の明確化を図り、引き続き全員営業態勢の強化に努めておりま

す。 

 

ｃ.スキル向上による戦力化 

   従業者のスキル向上については、業務知識の基本と基礎を徹底することを目

的に、平成22年度より行内インフラを活用したｅラーニング研修を開始し、業

務知識向上を図っております。また、第二次経営強化計画の柱である「ＷＩＮ

－ＷＩＮネット業務」については、全行員の理解が重要と考えており、各階層

別研修における必須のカリキュラムとして取り入れるとともに、業種別セミナ

ー等も開催しております。また、研修カリキュラムについても、不得意分野を

克服し、より実践的なものとするため、各階層毎にアンケートを実施する等、

各人が現状抱える問題点を研修内容に織り込みました。さらに、研修後には、

研修内容に即した各自の目標を設定させる等、以後のＯＪＴの実践に努めてお

ります。 

また、自ら学ぶ風土の定着を目的として平成24年２月に「なんぎん維新塾」

を発足しました。これは行員が、自発的に地区別・支店別の勉強会を行う制度

であり、制度定着に向け本部による運営支援も行っております。今後も、お客

様とのリレーション強化に資するべく、行員のスキル向上を図ってまいります。 
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ロ．人件費について 

[人件費の計画・実績 （表14）]               （単位：百万円、％） 

 23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期

 実績 実績 実績 実績 実績 計画 実績 計画比 計画 

人 件 費 5,813 2,829 5,608 2,836 5,627 2,817 2,777 △40 5,655

給与 3,432 1,699 3,341 1,668 3,258 1,666  1,612 △54 － 

 賞与 818 404 802 384 763 427 380 △47 － 

 退職給付費用 504 184 370 189 374 194 169 △25 － 

 その他 1,059 542 1,095 595 1,232 530 614 84 － 

ＯＨＲ 40.74 39.54 39.31 40.33 40.33 36.54 39.46 2.92 － 

※人件費ＯＨＲ＝人件費/コア業粗 

 

人件費については、本部人員体制のスリム化により行員数は減少し給与・賞与

は削減しましたが、営業部門強化のため嘱託・パートを増員したことから臨時雇

用費は増加しました。総体では計画をやや下回っております。 

 

ハ．物件費の節減 

[物件費の計画・実績 （表15）]           （単位：百万円） 

23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期

実績 実績 実績 実績 実績 計 画 実績 計画比 計画 

物件費 4,182 2,103 4,196 2,080 3992 2,147 2,045 △102 4,255

 

物件費については、経費執行の選択と集中を目指し、機械化関連投資やお客様

の利便性向上に向けた投資、本部機能強化・集中に向けた投資として新店舗開設

（西谷山出張所）や事務センターの新設を行いました。消耗品費や広告費などを

中心に全ての費目について必要性や費用対効果を検討し見直した結果、平成25年

９月期は計画を102百万円下回りました。 

従来より、支出の妥当性・必要性の検証強化等に取り組んでおり、システム・

設備投資等にその効果を定量的に把握できるベンチマークを設け、費用対効果の

「見える化」にも取り組んでおります。また、継続的な経費の見直し、ムダの排

除や営業店の経費事務の本部集中化等の効率化にも併せて取り組んでおり、更な

るローコスト体制の構築に取り組んでまいります。 

 

ニ．事務管理態勢の抜本的見直し 

  （イ）営業店内務従業者数の抑制 

       平成23年２月の「営業店事務の抜本的改革」において計画した「内務従業

者と営業担当者を各50％とする」目標の実現に向けて、「営業店事務の本部

集中化」と「各種事務規程の簡素化」に取り組んだ結果、内務従業者比率は
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平成22年12月末現在の64.4％から、平成25年９月末現在では60.5％まで低下

しています。 

 

   （ロ）営業店事務の本部集中化の促進 

       平成23年７月から「文書統合管理システム」を導入し、「事務統括部 事務

集中二グループ」において、住所変更届けを含む諸届、相続事務、雑益支払

事務、キャッシュカード異常取引連絡（顧客宛電話連絡）、融資オペレーシ

ョンの一部（代位弁済、条件変更、ローン実行等）の営業店事務を本部集中

化しております。本部集中化により、内務従業者数が減少したことで、ＭＰ

の増員など営業力の強化に繋がっております。 

       その後も、起算日訂正オペレーション、名寄せデータ整備作業、残高証明

書（包括用）の発行・発送と手数料引落し、収納事務の一部等を本部集中化

し、平成25年９月末現在、14項目の本部集中化を実施しております。 

 

   （ハ）事務量の削減 

営業店の事務量削減のため出納事務の機械化(オープン出納機等)とＡＴＭ

多機能化(通帳繰越、硬貨入出金)に取り組んでおります。 

出納事務の機械化については、平成23年度から事務量の多い店舗へ段階的

に導入を進めた結果、平成25年９月末現在、21ヶ店の設置となりました。 

       また、ＡＴＭの多機能化についても平成25年４月から順次機能搭載を進め、

平成25年９月末現在、店内ＡＴＭ122台中37台が完了、今年度中さらに４台を

計画しております。 

       平成24年５月に新築移転した種子島支店においては、当行初の試みとして、

金庫レス（オープン出納機、現金バス、壁面式重要物管理庫を代替設置）を

採用。平成25年４月開店した西谷山出張所でも同様に採用しており、現在建

設中の上川内出張所、伊集院支店でも設置を予定しております。今後もオペ

レーショナルリスクの適切な管理と、営業店事務の削減・効率化を両立させ

ていく方針です。 

 

 

②経営資源の効率的配置 

イ．本部機能向上のための経営資源の効率的配置 

（イ） ミナミネット支店の開設 

第二次経営強化計画における強化戦略の柱のひとつとして、個人ローン特

化店舗である「ミナミネット支店」を開設し「非対面チャネル取引の拡大」

へ向けた取組みを行っております。ミナミネット支店は個人ローン各種を取

り扱う店舗であり、インターネット上の取引が主体であるため、営業統括部

リテール推進グループに所属しております。受付チャネルが拡大したことで

受付件数が大幅に増加しております。 
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（ロ） 本部事務集中化およびグループ再編によるスリム化 

営業店事務の削減による営業店内務従業者の営業戦力化および営業店事務

の本部集中化促進の態勢強化を図ることを目的として、事務統括部に「事務

集中二グループ」を設置しました。また、平成25年９月には、鹿児島市内各

所に点在していた事務統括部の部署を集約の上、「事務センター」を新設し、

集約することにより業務の効率化を図り、営業店へ人員の再配置を行ってお

ります。 

       お客様からの苦情・相談に対する適切かつ迅速な対応および、コンプライ

アンス遵守、ＣＳ向上による営業の実効性を確保することを目的として、コ

ンプライアンス統括部の「コンプライアンス統括グループ」を「経営企画部

リスク統括グループ」に、「お客様相談グループ」を「営業統括部支店支援室」

に移管・統合しました。 

各種リスクを統括し、リスク管理の充実を図ることを目的として、経営企

画部内に「リスク統括グループ」を新設し、経営企画部「経営計画推進室内

のリスク統括業務」および「内部統制グループ」、上記「コンプライアンス統

括グループ」を移管・統合しました。 

金融機関のコンプライアンスを取り巻く環境は日々複雑化・高度化してい

ることを踏まえ、平成25年４月からは、経営企画部内に「コンプライアンス

統括グループ」を設置し、コンプライアンス統括業務を独立させました。 

専担部署の設置により「反社会的勢力の排除」「個人情報保護」「不祥事件

の未然防止」等について、更なる態勢の整備強化に取り組んでおります。 

     

（ハ） 経営計画統括本部の新設および審査部債権管理部門の再編 

「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」をはじめとした第二次経営強化計画の各種

施策の着実な遂行を目的として、頭取を委員長とする「経営計画推進委員会」

を設置し、本委員会の執行機関として本部機構内に「経営計画統括本部」を

設置しました。本委員会において、計画達成に向けた態勢整備や、進捗管理、

定量管理を行っております。 

また「信用コスト」の抑制および「債権の管理・回収の強化」を図ること

を目的として、審査部債権管理部門を「債権管理室」へと格上げ、強化しま

した。 

 

（ニ） 営業統括部の組織再編 

「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」の業務運営の加速化および、基盤機能取引

の拡大、消費者ローン業務の一体管理によるリテール部門の強化を目的とし

て、営業統括部のグループ再編を行いました。 

営業統括部支店支援室内に「ＷＩＮ－ＷＩＮネット推進グループ」を設置

し、業務の企画立案、営業店支援、バックオフィス業務等の専担部署による

推進を図っております。 

支店支援室リテール推進グループ内に「基盤機能強化チーム」を設置し、
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年金・給振や役務収益（為替・口座振替・法人ＷＥＢ）等、メイン化を推進

するための企画立案、営業支援態勢の確立を図っております。また、ミナミ

ネット支店内に「個人ローンセンター」および「住宅ローンセンター」を設

置・移管することで消費者ローン業務の一体管理を行っており、「金融商品推

進グループ」の設置とあわせ、リテール部門の柱である「金融商品」「基盤・

機能」「消費者ローン」の３分野によるお客様の生涯取引促進を図っておりま

す。 

平成24年11月からは、「ミナミネット支店」（個人ローンセンター、住宅ロ

ーンセンター）と「なんぎん個人相談プラザ」を鹿児島市中町の南日本銀行

第二ビル１階に集約し、「ｗｉｔｈ ｙｏｕ プラザ」を開設しました。本プラ

ザでは、個人に関する相談（個人・住宅ローンや資産運用）を受付けており、

お客様への更なる利便性向上に努めております。 

 

ロ．店舗戦略の明確化 

   経営資源の効率的配置を目的として、平成22年10月より鹿児島市内４地区にお

いて店舗エリア制をスタートさせております。今後も店舗戦略の明確化と経営資

源の効率化を目的として鹿児島市内店舗の再配置を検討していく方針です。 

   平成23年４月にミナミネット支店を設置、平成24年５月には種子島支店の移

転・リニューアルしております。また、平成24年10月に西谷山出張所を店舗内店

舗方式にて谷山支店内に新規開設し、平成25年４月の建物完成に伴い、鹿児島市

西谷山地区に移転オープンしております。 

   今後の新規出店については、個人業務を中心としたリテール特化型店舗を主体

に検討しており、平成25年９月には上川内出張所を店舗内店舗方式にて川内支店

内に新規開設しました。(平成26年２月に薩摩川内市中郷地区に新築移転オープン

を予定) 

 

   ＡＴＭ戦略について、近年においてはコンビニ店舗内や商業施設などへの出店

を進めており、既存ＡＴＭの利用状況や配置状況も総合的に検討した上で、スク

ラップアンドビルドを行っております。また、各地域における主要拠点を中心に

営業時間・土日祝日営業の拡大も行っており、コンビニＡＴＭとの提携とあわせ

て、今後もお客様の利便性の向上に努めていく方針です。 

    

 
ハ．設備（システム）投資にかかる採算管理の厳格化 

行内における新規・更新設備投資については、「設備（システム）投資計画検

討会」において必要性・妥当性について多面的かつ組織的に検討しております。 

その中で、口座振替管理システムの更改については、ＳＢＫ加盟行への共同化

案件として提案し、平成25年10月より、まずは３行(当行、豊和銀行、佐賀共栄銀

行)で共同化がスタートすることが決定しました。それ以外のサブシステムについ

てもＳＢＫ加盟６行の共同化によるスケールメリットを活かすことができるよう、
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引続き協議・検討を進めてまいります。 

 

（3）資産の健全化 
①不良資産の改善 

イ. 再生支援への取組み 

（イ）経営相談 

お取引先の再生支援の取組みとして、審査部経営支援室が経営相談対象先に対

し、定期的に訪問するなかで経営指導等を行っております。具体的には、個社別

の課題（売上拡大、経費削減等）を把握したうえで経営指導や専門的なコンサル

タントの紹介に加え、販路拡大については営業統括部との連携でビジネスマッチ

ングに取り組んでおります。さらに、平成23年度下期からは、「ＷＩＮ－ＷＩＮ

ネット業務」による新販路開拓支援やオペレーション改善支援等のコンサルティ

ング機能の発揮や地域経済の面的再生に積極的に取り組むことで、お取引先の財

務内容改善を図り、信用コストの圧縮にも努めております。 

 

（ロ）事業再生 

中小企業再生支援協議会との連携、人材派遣、ＤＤＳ・ＤＥＳ等の金融支援や

事業再生アドバイザーの助言のもと、事業再生に積極的に取り組んでいます。平

成 25 年９月末での実績は、人材派遣２先、中小企業再生支援協議会に対する支

援案件付議 48 先となっており、再建計画書策定先に対する資金繰り支援等も行

っております。 

 

（ハ）組織面の整備 

平成24年２月に経営支援室を２名増員し、経営改善支援先担当と金融円滑化担

当とを区分することで組織強化を図っております。また、平成24年10月より経営

支援室の審査役を本店営業部に駐在させるなど、お取引先の早期再生に努めてお

ります。 

今後もお取引先企業との接点拡大に努め、有効なモニタリングを実施するとと

もに、適切な経営支援を実施してまいります。 

 

ロ. 中小企業金融円滑化法終了後の対応 

中小企業金融円滑化法については、Ｑ＆Ａ集の配布や本部研修および勉強会を実

施するなど周知徹底を図っております。また、頭取を委員長とする「金融円滑化推

進委員会」において、取組み状況を適切に把握し、コンサルティング機能の発揮に

努めています。 

また、全店を対象に金融円滑化協議会を開催し、円滑化先のモニタリング状況の

確認および今後の経営改善に対する協議を行うなど、本支店一体となって取り組む

体制としています。加えて、本部による臨店指導の実施や、審査役の外部研修派遣

等を行うなど本部および営業店における人材育成に努め、お取引先に対する再生支

援業務の体制整備を図っております。 
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また、経営支援室によるコンサルティング機能の発揮のため、管理強化の一環と

して、金融円滑化先の貸出に係る稟議等を経営支援室対応とするなど本部の関与度

を高めることで、営業店に対するフォロー体制を強化しております。 

中小企業金融円滑化法は平成25年３月に期限が到来致しましたが、当行の支援態

勢は何ら変わることなく、条件変更先に対するコンサルティング機能の発揮等によ

り一層の再生支援の強化を図っております。具体的には、お取引先の再生可能性を

個別に判断し、条件変更や再建計画の策定支援、ＤＤＳ・ＤＥＳなどの財務支援に

加え、ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務による新販路開拓支援など実効性のある再生支援

を行っております。再生の可能性がないお取引先や、経営者に再生の意思がないお

取引先に対しては、事業譲渡や廃業を視野に入れたアドバイスを行っております。 

また、債務者間の調整が必要なお取引先や再生へのハードルが高いお取引先に対

しては、中小企業再生支援協議会等との連携を深め、積極的な支援案件持込みなど

により、再生支援に努めております。当行から協議会への銀行ＯＢの派遣に加え、

審査部審査役を出向させるなど、協議会の運営充実にも取り組んでおります。 

 

ハ. 事業再生ファンドの活用 

外部機関のノウハウを活用して、貸付条件の変更を行ったお取引先や再生が滞っ

ているお取引先等に対する事業再生支援を集中的に行うための「事業再生専門会

社」の共同設立について、平成 24 年６月より近隣の第二地方銀行協会加盟行であ

る豊和銀行、宮崎太陽銀行及びコンサルティング会社等の間で検討を重ねてまいり

ました。 

その結果、平成25年３月15日に当行、豊和銀行、宮崎太陽銀行で「九州地域活

性化ファンド」活用に関するあおぞら銀行グループとの業務提携を行いました。本

ファンドの活用により、抜本的な事業再生や事業転換を必要とされる地域企業の総

合的な出口戦略を図っており、平成 25 年度上期の実績は３件となりました。上記

ファンドの設立と同時に「３行合同地域再生支援委員会」を設立し、お取引先に対

する事業再生支援のさらなる強化を通じて地域経済の活性化と各行の貸出資産の

健全化を図るため、各行の経営改善支援等に関する手法・知見を共有し、さらに外

部専門家や地域経済活性化支援機構との連携強化に取り組んでおります。 

また、平成25年３月27日に、鹿児島県の取引先企業の再生に向けた支援を強化

するために、鹿児島県に本店を置く６金融機関と鹿児島県信用保証協会および鹿児

島中小企業再生支援協議会が参加して、㈱ドーガンインベストメンツと「かごしま

企業再生ファンド」を活用した業務協力協定を締結しました。本協定の遂行にあた

っては、鹿児島県が事務局となっている「かごしま中小企業再生支援ネットワーク」

との連携にも努めてまいります。 

平成25年度においては、上記ファンドの活用とあわせ、「３行合同地域再生支援委員

会」を通じたノウハウの共有や外部機関等の第三者的な視点や専門的知見を活用した事

業再生支援等によるコンサルティング機能の一層の発揮に努めてまいります。 

 

ニ. 早期オフバランス化への方策 
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実質破綻先等において、各種支援活動を検討・実施しても事業再生が困難と判断

せざるを得ない場合は、お客様と資産処分による債務整理や廃業に向けた協議を行

っております。また、バルクセール等の活用により、オフバランス化も進めてまい

ります。なお、平成25年度上期においては2,079百万円のオフバランスを実施してい

ます。 

 

②信用コストの抑制 

イ．大口先管理の強化 

（イ）大口与信先に対するクレジット・ラインおよびクレジット・リミットの制定 

ａ.大口与信先に対する与信管理を厳正に行うため、クレジット・ライン（与信先

単体：５億円、与信先グループ先：10億円）を設定しております。クレジット・

ラインを超える大口与信先については、常務以上の取締役と審査部長、審査役

で組織される「融資取組方針検討会」に付議し、取組方針や与信限度額（クレ

ジット・リミット）の見直しを行うこととしております。 

ｂ.クレジット・リミットの設定については当面の間、与信額 10 億円（うち未保

全額５億円以内）を目標とし、超過している先については、与信限度額内に収

まるようお取引先と折衝し、圧縮を図っていく方針としております。 

 

（ロ）大口与信先に対する融資取組方針検討会の実施 

大口与信先については融資取組方針検討会(単体5億円・グループ10億円以上

の先)を開催し、財務等の実態や今後の見通し、与信対応の方針等について協議

しております。 

また、審査部内に経営支援室を設置し、経営支援が必要だと思われる大口与信

先について専担審査役が細かく管理していく態勢としております。 

必要に応じ、お取引先に直接出向き積極的に面談を行うなど、他金融機関や顧

問税理士とも連携・協議しながら、お取引先の経営改善に取り組んでおります。 

 

ロ．ポートフォリオ管理の強化 

毎月定例で実施されるＡＬＭ委員会において、貸出先上位30先、グループ先上位

20 先の与信額、与信限度額等について報告を行い、与信集中回避の検討を行う等、

対応面での確認を行っています。 

貸出極度額（手形貸付枠・当座貸越枠）については、枠設定時・更新時に加え、定

期的に貸出極度の必要性や妥当性について検討・協議しております。また、貸出枠決

定においては、直近決算時点での正常運転資金を参考としつつ、動態面での実態把握

を行い、個々のお取引先毎に運転資金の必要時期、ピーク額等を把握したうえで、保

全面や取引効率、利用状況等勘案して総合的に判断しております。営業店においては、

本部との協議・調整後に、お取引先と折衝を行い、当行の考え方や取組方針を十分説

明し、理解と納得を得たうえで、逐次貸出枠の減額・解除等の措置を行っております。 

 

ハ．小口融資（保証協会付貸出含む）の審査・管理態勢の強化 
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大口与信先およびポートフォリオ管理の強化に加え、小口融資等の審査・管理の

強化が課題となっており、営業店に対して小口融資取組み時の案件検討および中間

管理の強化について啓蒙しております。加えて、非格付対象先についての対応策(保

証協会保証付貸出案件依頼時のチェックリスト制定等)の実施などの営業店の意識

改革を図り、小口融資等が安易な与信取組みにならないような態勢構築を図ってお

ります。 

また、信用コスト削減のためには、総与信額の３割程度を占める要注意先に対す

る与信管理が極めて重要であり、平成24年３月よりその他要注意先（８格）の格付

区分を２区分（８格Ａ、８格Ｂ）に見直しを行ったことに加えて、貸出決裁権限の

改定を行い、８格Ｂ先に対して営業店長の決裁権限を制限するなど、区分細分化に

よる与信管理の強化を図っております。 

さらには、保証協会貸出における営業店での細やかな企業内容の分析を促すため、

８格Ｂ先及び非格付対象先については、平成25年８月から保証協会保証付の申込み

を担当審査役経由に変更しております。 

 

ニ．地域密着型金融（リレバン）の推進 

当行の営業基盤の中心である中小・零細企業をはじめとする地元事業者に対して

必要な資金を供給していくことは地域金融機関である当行の重要な責務であります。 

平成23年４月からスタートした本計画においても、従来の「地域密着型金融(リレ

バン)」への取組みが必ずしも十分ではなかったとの反省を踏まえ、新たな本業支援

として「経営環境が厳しい鹿児島県下にあって、当行のポートフォリオに占める残

高が大きく、かつ業種的に厳しく真に支援を必要とする４業種(サービス業、卸・小

売業、建設業、不動産業)を中心とした中小規模事業者のお取引先を対象に新リレバ

ンモデル『新販路開拓コンサルティング業務(ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務)』」に取

り組んでおります。 

本モデルは全国的にも新たな取組みでありますが、本計画における経営戦略の柱

としてまた地元事業者の経営改善、地域経済活性化に資する施策として注力してお

ります。 

 

ホ．管理会計の活用による営業店行員の意識改革 

平成22年４月より導入している収益管理システムによって、営業店別に「信用コ

スト控除後業務純益」を算定しており、これを平成23年度上期より営業店業績評価

基準の一つとして採用いたしました。これにより、営業店の信用コスト抑制に向け

たインセンティブ付与に繋げ、意識改革も図っております。 

また、スプレッドバンキングにおける営業店仕切レートの見直しや、破綻懸念先

以下に対する収益管理手法の変更など、適宜、運用の是正を行っており、収益管理

システムの精度向上および管理会計の活用を進めているほか、これら管理会計とプ

ライシングガイドラインとを有機的に結び付け、お取引先毎の採算性を判定する「顧

客別総合採算検討表」も作成し、平成25年９月より営業店での活用を開始しました。 
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４．従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項の進捗状況 

（1）業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 

前計画期間において、責任ある経営体制の確立に向けて、役員を４名減員し、より

迅速な業務遂行がなされる体制としました。また、取締役の役割と責任をより明確に

するため、任期についても２年から１年に短縮しております。 

更なる経営の透明性の確保および、監督機能の強化によるコーポレートガバナンス

の有効機能を目的として、平成24年６月より社外取締役を導入いたしました。社外取

締役の導入に伴い、監査役については、社外監査役２名を含む３名体制としておりま

す。 

経営に対する評価の客観性を確保するために、平成21年６月に設置した第三者（弁

護士、大学教授、企業経営者）により構成する「経営評価委員会」を計９回（年２回）

開催しており、同委員会では、当行の経営全般に関する活発な討議がなされました。 

主な討議内容としては、経営強化計画の実現へ向けた具体的施策に関する事項、な

かでも営業チャネル（店舗戦略やＡＴＭ、インターネットバンキング等）や人事施策

（ＭＰの活用等）などについて討議がなされたほか、「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」

の取組みについての議論も行いました。委員会の場で頂いた意見・助言については、

当行の施策への反映を行っております。 

 

（2）リスク管理の体制の強化のための方策 

①統合リスク管理に関する事項 

統合リスク管理は、経営体力に見合ったリスク・コントロールによる健全性の確保、

リスク調整後収益に基づいた経営管理による収益性や効率性の向上を目指す体制とし

て捉え、経営企画部リスク統括グループにおいて統合リスク管理の構築に向けて取り

組んでおります。 

具体的には、統合リスク量を自己資本と比較し、リスク量が経営体力の範囲内に収

まっているか毎月ＡＬＭ委員会でモニタリングしているほか、市場リスクについては

四半期に１回、統合リスク全体については半期に１回ストレステストを実施すること

でリスク量との比較・対照を行い、経営体力に見合ったリスク量であるかについて確

認しております。特に、統合リスク全体に係るストレステストについては、多様なス

トレスシナリオを検討した上で実施しており、どの様なシナリオの顕現が当行のポー

トフォリオにおいて影響を及ぼすかについて確認しております。 

また、信用リスク計量化システムの稼動に伴い、部門別（営業部門、市場部門、Ａ

ＬＭ部門）にリスク資本を配賦し、リスク資本配賦運営を実施しています。この資本

配賦状況のモニタリングについては、各部門およびリスクカテゴリー毎にリスク資本

の使用状況等を、毎月開催されるＡＬＭ委員会において報告しております。 

部門別の資本配賦によるリスク対比リターン評価については、目標ＲＡＲ（リスク

調整後収益）、ＲＡＲＯＣ（リスク調整後資本収益率）等を指標として部門別に実績

値と比較し、計画対比での要因分析、今後の課題等についてＡＬＭ委員会に報告して

おります。 

今後は、この評価を本部各部門別の業績評価に使用できるレベルまで精緻化を行い、

 - 22-



 

部門毎のリスク対比リターンでのポートフォリオ改善に向けたインセンティブを付与

し、収益性・効率性の向上に活用していきたいと考えております。 

 

※ ＲＡＲ（リスク調整後収益）＝業務純利益－信用コスト（不良債権処理費用） 

ＲＡＲＯＣ＝ＲＡＲ／使用リスク額平残 

 

②信用リスク管理に関する事項 

イ. 信用リスク管理態勢について 

全行員の融資への取組みスタンスや与信リスク管理能力の強化については、「融

資の基本姿勢（クレジットポリシー）」および「信用リスク管理基準」を基本原則

として定めており、各種行内研修においても周知を図っております。 

また、大口与信先については、貸出合同審議会や融資取組方針検討会等において

個社別のモニタリングを実施し、本支店一体となったリスク管理強化に努めている

ほか、ＡＬＭ委員会においても、月次で貸出金ポートフォリオの状況を確認し、リ

スクの分散に努めております。与信集中リスク是正に向けた対応強化策として、与

信限度額の位置づけや目的について明文化し、限度額設定に係るルールを制定しま

した。具体的には、与信管理を厳正に行うため、一定の金額（クレジット・ライン）

を具体的に設定し、クレジット・ラインを超える大口与信先に対しては、融資取組

方針検討会に付議のうえ、取組方針や与信限度額の見直しを行うことにより、与信

集中リスクの縮小に努めております。 

（イ）貸出合同審議会においては、常務以上の取締役および審査部長を中心として、

担当審査役を交え集中的な案件審査を随時実施しております。 

（ロ）融資取組方針検討会は、特定業種または特定のグループに対する与信集中度

合い等、ポートフォリオの状況を管理する観点から検討を行い、その「取組方

針」ならびに「与信限度額」を協議決定することを目的としております。 

 

ロ. 信用リスク計量化システムを活用した採算性の把握について 

平成21年11月に導入した「信用リスク計量化システム」は、格付自己査定システ

ムとも連携しており、引き続き、システムのバージョンアップにより信用リスク計

量のさらなる精緻化ならびに分析能力の向上を図ることで、与信リスクの適正なコ

ントロールを行っております。 

（イ）信用リスク計量化データについては、ＡＬＭ委員会において、ポートフォリ

オ全体のリスク量の把握に加え、与信額（グループ含む）上位30先や、地域別、

業種別、営業店別など様々な切り口でのリスク量の報告を行っています。この

中で採算性評価も実施しておりますが、ＡＢＣ原価計算に基づく経費率等のさ

らなる精緻化を図りつつ、与信限度額の設定などの実用的な運用を目指してま

いります。 

（ロ）平成22年４月からスタートした収益管理システムによる管理会計制度におい

ては、信用コスト控除後収益を部店別、個社別に算出し、各部店へ帳票を還元

することで、部店単位・お取引先単位での収益性を意識した取組みを行ってお
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ります。 

また、平成23年度の業績表彰より信用コスト控除後収益を使用しており、営

業店へのインセンティブ付与を行っております。 

これによって営業店の信用コストに対するマインドを高めるとともに、当行

全体の与信リスクを適正な水準へとコントロールしていくことを目指しており

ます。 

また、プライシングガイドラインと収益管理（管理会計）を一体とした顧客

別採算検討表を平成25年９月に営業店にリリースし、信用コストを考慮した採

算性把握に向けた精緻化を図っております。 

 

③市場リスク管理に関する事項 

市場リスクは、依然として経営に重大な影響を与えるリスクであり、引き続き経営

の関与を強めるとともに、市場リスク管理体制の強化に努めております。 

 

イ．有価証券の日々の市場リスク管理をポジション残高、評価損益、実現損益等で行

うため、日次作成の市場リスク管理表等にてリスク統括部署および監査部門への報

告を行っています。また、アラームポイントに抵触するものについても、速やかに

リスク統括部署を経由のうえ担当役員に報告する体制とするなど、牽制体制強化の

ため、リスク統括部署の関与を高めています。 

 

ロ．損失限度額は、今年度収益計画にリスク量等を考慮した金額に設定しております。

この限度枠管理の運用を厳格に行うため、ＡＬＭ委員会（毎月実施）にポジション

枠、リスク限度枠、損失限度枠の状況を報告しています。 

 

ハ．有価証券運用は、取引に関する運用権限の見直し等を行いながら市場リスクの抑

制に努めています。 

また、有価証券については日次での管理を徹底しており、より安全性と流動性を

重要視した運用に努めています。 

 

（3）法令遵守の体制の強化のための方策 

当行では、法令等遵守態勢の確立を経営の 重要課題の一つと位置づけ、年度毎に

策定する「コンプライアンス・プログラム」を当行が取り組むべき重点施策として、

コンプライアンスの徹底に努めております。 

具体的には、頭取が委員長を務めるコンプライアンス委員会を毎月開催し、コンプ

ライアンス向上への取組みについて報告を行っております。また、反社会的勢力、不

正利用口座、偽造・盗難キャッシュカード被害、苦情等について、その対応状況、発

生原因分析および再発防止策等についても協議・検討し、意思決定の必要なものにつ

いては取締役会に報告・付議しています。 

主な重点施策については、支店長研修から新入行員研修に至るまで、各種研修にコ

ンプライアンスに関する講座を設定しており、役員が講師を務めるなど経営陣自ら率
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先して法令等遵守態勢の強化に取り組んでいるほか、全行職員が参加する全店統一コ

ンプライアンス勉強会を毎月開催し、喫緊の課題や改正ルールなどを、適時、勉強会

のテーマとして選定しております。 

また、コンプライアンスの統括部署である経営企画部コンプライアンス統括グルー

プが全体をモニタリングする態勢としています。各部店にコンプライアンスの責任者

であるコンプライアンス担当者を配置し、毎月、コンプライアンス・モニタリング実

施報告書により、行動規範・関係法令等に関する行職員の理解度チェック、本部への

要望や質問、日常業務における法令・規程等の遵守状況や不祥事未然防止の観点から

の動態チェックおよび職場内での相互牽制機能、ジョブローテーションの適切な実施

等に関して自部店の遵守状況を点検しております。 

また、苦情・相談の担当部署である営業統括部支店支援室内のお客様相談グループ

が、全店統一コンプライアンス勉強会にあわせて臨店指導を実施しています。 

今後につきましても、内部監査部門および本部関係各部、監査役と連携し、法令等

遵守態勢の更なる強化を図ってまいります。 

 

（4）経営に対する評価の客観性の確保のための方策 

経営に対する評価の客観性確保のために、弁護士、大学教授、企業経営者にて構成

する「経営評価委員会」を平成21年６月に設置し、これまで計９回開催しております。

同委員会では、決算の状況、経営強化計画の進捗状況、金融円滑化法への対応、地元

向け貸出の増強、有価証券の運用方針、当行のイメージ戦略等様々な視点からの協議

がなされ、経営戦略などに反映しております。 

今後も、同委員会が、当行の経営戦略および方針に対する客観的な評価・助言を行

うことで、経営に対する評価の客観性確保と牽制機能の強化に繋げております。 

 

（5）情報開示の充実のための方策 

①決算情報開示の充実 

決算情報等は、証券取引所への適時開示のほか、プレスリリース、ホームページへ

の掲載等により適時適切な開示を行っています。平成23年３月期第２四半期から決算

説明資料にダイジェスト版を新たに作成し、より分かりやすい開示に努めております。 

今後もグループ会社を含めた開示体制の更なる充実を図り、迅速かつ質の高い情報

開示に取り組んでまいります。 

 

②主として業務を行っている地域への貢献に関する情報開示の充実 

当行は地域に根ざした銀行として、様々な地域貢献活動に対して積極的に取り組ん

でいます。 

平成24年７月には、当行をはじめとした第二地方銀行協会加盟行25行で共同し、各

行のお取引先と首都圏バイヤーとの個別商談会を開催しました。また、平成25年９月

には、地元金融機関で構成された「鹿児島アグリ＆フード金融協議会」主催の商談会

が東京にて開催され、当行お取引先を含め地元企業90社が参加するなど南九州地域の

「食」を中心とした地域経済の活性化に努めております。 
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「食」以外においても、お取引先の従業員の方々にご参加いただき、当行主催の「な

んぎんビジネスセミナー接遇・マナー研修」（参加者数78名）を平成25年４月に開催

し、「挨拶・姿勢・名刺交換・電話応対等、非常に勉強になった」と好評を頂いてお

ります。 

また、当行は平成18年度からお取引先企業への経営支援策の一つとして、鹿児島大

学の技術移転機関である㈱鹿児島ＴＬＯと連携し、お取引先企業の経営相談に取り組

む「技術相談会」を開催しております。（後述） 

また、文化活動の支援としては、地元新聞社主催美術展の海外派遣美術留学生への

支援や地元交響楽団への支援等を行ったほか、ボランティア活動としては、鹿児島市

内を流れる甲突川の一斉清掃活動や天文館地区活性化を目指す「Ｗe Ｌove 天文館」

協議会主催の活動などに役職員が多数参加しました。 

こうした活動状況は、ディスクロージャー誌等で開示しており、今後も引き続き、

開示内容の充実を図るとともに、情報開示を通じた利用者の評価を各業務に適切に反

映させてまいります。 

 

③株主への取組み（ＩＲ含む） 

当行株式への投資魅力を高め、より多くの方に中長期的に当行株式を保有していた

だくことを目的として平成23年３月より「株主優遇定期預金」の取扱いを開始してい

ます。また、平成23年５月より当行のプロフィールおよび決算概要、株主優待制度等

を記載したリーフレットを作成し、当行への理解をより深めていただくように努めて

おります。 

本部・営業店のお客様会等の充実やＣＳＲ活動の活発化、清掃活動等の地域行事へ

の積極的な参加などにより、お客様・地域社会との密着度合いを高めてまいります。 
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５．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域

における経済の活性化に資する方策の進捗状況 

（1）主として業務を行っている地域における経済活性化に資する方策 

①経営改善支援等取組先企業の数の取引先の企業の総数に占める割合 

[経営改善の取組み(表16)]                       （単位：先、％） 

23/3期 24/3期 24/9期 25/3期 25/9期 26/3期

 
実績（始期） 実績 実績 実績 計画 実績 計画比 計画 

創 業 ・ 新 事 業 33 59 66 65 25 120 95 25

経 営 相 談 13 39 21 35 23 96 73 26

事 業 再 生 2 6 61 40 3 46 43 3

事 業 承 継 0 3 0 0 1 1 0 2

担 保 ・ 保 証 80 35 93 60 90 79 △11 90

合 計 128 142 241 200 142 342 200 146

取 引 先 総 数 8,323 8,437 8,455 8,525 8,523 8,703 180 8,623

比率 1.53％ 1.68％ 2.85％ 2.34％ 1.65％ 3.92％ 2.27％ 1.69％

※本計画において取り組む「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」による経営相談先数は、計上しておりません。 
※本表に計上する「経営改善取組み先」は、以下のとおりです。 
1.創業・新事業 

（1）各種補助金・助成金の申請支援件数（申請完了件数） 
（2）融資取組み件数（融資実行件数） 

2.経営相談 
（1）各種商談会等を通じ、当行の積極的な関与により成約した先数（売買契約成立件数） 
（2）ビジネスマッチングサービス成約件数（同サービス契約後の成約件数） 
（3）技術相談会参加企業のうち具体的な支援に取り組んだ先数（特許申請提出件数、研究等にかか

る契約締結件数） 
（4）中小企業センター等外部関係機関との連携による企業支援件数（特許申請提出件数、研究等に

かかる契約締結件数） 
（5）成長基盤強化資金の取組み先数（融資実行件数） 

3.事業再生 
（1）中小企業再生支援協議会との連携による支援先数 
（2）経営改善支援先等のランクアップ先数 
（3）当行から支援目的で人材派遣した先数 
（4）債務超過企業等に対する金融支援（ＤＤＳ、ＤＥＳ） 

4.事業承継 
（1）融資取組みなど当行関与による事業承継・Ｍ＆Ａ支援先数 
（2）外部専門機関への取次ぎによるＭ＆Ａ支援先数 
（3）企業価値の算定支援先数 

5.担保・保証 
（1）当行における「担保・保証に過度に依存しない融資（アグリネット資金“南風育ち”、ビジネ

スローン“いっき”、Ｆａｓｔ保証融資、ＴＫＣローン）」（融資実行件数） 
（2）ＡＢＬの取扱件数（融資実行件数） 
（3）私募債・ＰＦＩの取組み件数（融資等実行件数） 

 

経営改善支援等取組み先数は342件の実績となり、計画を200件上回りました。また、

経営改善支援等取組み先企業の取引先総数に占める割合については、平成25年９月計

画を2.27ポイント上回る3.92％となりました。（以下に取組み内容を記載） 
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創業・新事業支援については、鹿児島県・鹿児島市の創業支援制度の活用を中心に

取組み、120件の実績となり、計画を95件上回りました。経営相談については、ＷＩＮ

－ＷＩＮネット業務の取組みにより、有料のビジネスマッチングにおける意識が高ま

ったことなどから、96件の実績となり、計画を73件上回りました。事業再生について

は、経営改善支援先等のランクアップや中小企業再生支援協議会との連携等により46

件の実績となり、計画を43件上回りました。事業承継については、事業譲渡に関する

資金供給を行い、計画通り１件の実績となりました。担保・不動産に依存しない融資

については、「南風（はえ）育ち」およびＡＢＬ等に取り組みましたが、79件の実績

となり、計画を11件下回りました。 

今後においても、引き続きコンサルティング能力の向上に努めることで、経営相談、

事業再生に取り組んでまいります。 

 

②地域における経済活性化に資する方策 

 イ．新販路開拓コンサルティング（ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務）による地域経済活性化

に資する取組みの方策 

   当行は、地元金融機関と連携した商談会や相談会等を活用した様々な販路開拓支援

を行ってきましたが、今までの取組みが側面的支援であったという反省の下、第二次

経営強化計画においては、「ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務」への取組みを中心施策に掲

げ、事業内容（商流やオペレーション）の詳細にまで踏み込んだ支援を行うことで、

お取引先企業の事業運営改善に本格的に責任を持った支援活動を行っております。 

   本業務については、平成23年度上期に態勢整備として、「契約書類」およびコンプ

ライアンス面を含めた「業務マニュアル」の作成や、データベースシステムの開発を

行いました。平成23年度下期からは、顧客説明および契約締結業務を開始しておりま

す。平成24年度からは、業務委託契約先に対して具体的な新販路開拓コンサルティン

グに着手しており、契約締結先1,332先に対する売上高支援実績は136先の309百万円

（売上金入金ベース）となり、その内、当行が成果報酬を頂ける条件となっている「売

上改善目標」については、平成25年度上期までに８先が目標を達成しております。ま

た、この136先については、下記事例のように売上高の増加による事業改善を図るなど、

地域経済活性化に寄与する取組みの成果が現れていると考えております。本契約は「完

全成功報酬型」であるため、当行の収益貢献には遅効性がありますが、新規契約の締

結と同様に既契約先への売上支援実績を面的に増やし、コンプライアンスに留意しな

がら支援活動を継続することで、早期に収益貢献できるように取り組んでいきたいと

考えております。 

   平成24年度上期からは金融円滑化対応先との契約締結活動も行っており、平成25年

９月末現在255先との契約を締結しております。新販路開拓支援活動を行うことで、お

取引先の経営改善に努めてまいります。 

 

 【事例】 

  ⅰ.リフォームを主体業務とする取引先（Ａ社）とＷＩＮ－ＷＩＮネット業務契約を締

結しました。販売見込先として、当行取引のある不動産業者（Ｂ社）を紹介したと
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ころ、Ｂ社が保有又は管理している賃貸物件の賃借人が退去する際に、現状復帰す

るためのリフォーム工事の見積りが依頼されるようになりました。 

その後、毎月1～2百万円程度の工事がコンスタントに依頼されるようになり、Ａ

社の売上に大きく貢献するようになりました。本来は受注産業である建設業であり

ますが、一過性のものでなく、今後も継続的に売上計上できることが見込まれてお

ります。 

  ⅱ．販路が地元に限定されていたため、販路拡大が課題であったお菓子製造業者（Ｃ

社）とＷＩＮ－ＷＩＮネット業務契約を締結し、販売見込み先として当行取引先

の総合商社（Ｄ社）を紹介しました。Ｃ社の製品は地元で特色のある野菜を使用

しており商品性が優れていたことから成約となり、継続的な売上を計上すること

となりました。 

     売上増加に伴い、Ｃ社は原材料の安定仕入先の確保が必要となりましたが、当

行ＷＩＮ－ＷＩＮネット業務契約先である農業生産法人（Ｅ社）を紹介したこと

により課題解決しました。 

     Ｃ社およびＥ社については、安定的な売上増加に繋がるとともに、Ｄ社におい

ても、特色のある商品がラインナップとして追加されることで、取引先への提案

の幅が広がりました。 

また、金融円滑化対応先に対しても、継続的な経営改善活動を実施することで、

事業再生への取組みにより地域経済を下支えしております。 

 

ロ．創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化 

創業・新事業への融資取組みについては、専担の審査役を配置しており、県・市の

創業支援制度の活用や信用保証協会および政府系金融機関との連携強化による協調融

資等を行い、平成25年９月期は小規模事業者を中心に120件の取組み実績となり、計画

を95件上回りました。平成24年度地域需要創造型等起業・創業促進事業(平成24年度創

業補助金)における認定支援機関としての役割も積極的に果たし、第２回公募までに21

件の申請を支援しました。また、その他、７件の補助金申請支援を行いました。創業

時や創業間もない事業者においては、資金調達環境は厳しい状況にありますが、円滑

な資金調達を支援することで、スムーズな事業展開が可能となります。 

また、新事業にかかるサポートとして、鹿児島県の補助金制度である「地域資源活

用新事業創出支援事業」の申請支援を行っているほか、中小企業センターや鹿児島大

学の技術移転機関である㈱鹿児島ＴＬＯ等との産・学・官ネットワークを活用した「技

術相談会」を実施しております。平成18年度から、７年間で延べ47社からの相談実績

となりました。「技術相談会」の具体的内容は、新商品・新技術開発・生産合理化・

コスト削減・特許取得等を検討している企業を対象に、㈱鹿児島ＴＬＯと連携して、

問題解決に向けて個社ごとに相談内容を聞き取り、お取引先企業への経営支援を行う

もので、毎年一回開催（随時相談も含む）しています。本年度も同会の開催を予定し

ており、お取引先企業の技術向上、ノウハウの取得等について支援活動を行っており

ます。 

具体的成果として㈱鹿児島ＴＬＯとの連携による「特許出願支援および特許のロイ
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ヤリティ管理」や「提携先との契約書策定支援」、「新商品の事業化に向けた営業支

援」などが挙げられます。 

今後も創業等に関わるサポートを行い、それに伴う資金ニーズにも、タイムリーに

対応してまいります。 

 

ハ．経営に関する相談その他の取引先の企業に対する支援に係る機能の強化 

お取引先企業に対する経営相談および支援機能強化の観点から、経営改善が見込め

る当行メインのお取引先を中心に、営業店からの情報を基に本部にて支援先を選定し

ています。当該支援先の選定に際しては、営業店が経営者の考え方や現在の業況等に

ついて十分なヒアリングを行ったうえで、本部において当行の支援活動に対する理解

ならびに事業再生の可能性等の抽出基準に則り選定しています。活動内容としては、

お取引先企業の抱える課題等の実態を把握したうえで、本部・営業店が連携し、経営

に関する相談・アドバイス等を実施しております。 

また相談の内容によっては、法務・税務等専門知識が必要となることから、弁護士・

公認会計士等の専門家や経営コンサルタントを紹介するなどの対応を行っています。 

その他、当行お取引先の商品・サービスを個別にマッチングする有料の「ビジネス

マッチングサービス」にも取り組んでおり、平成24年度下期24件、平成25年度上期96

件の成約実績となりました。 

その他、各種商談会への誘致による販路拡大支援にも取り組んでおります。平成25

年1月と9月には、地元金融機関で構成される「鹿児島アグリ＆フード金融協議会」と

連携し、商談会を開催しました。お取引先においては、商談会への参加により、商品

開発に向けたニーズ収集や販売ルートの開拓、首都圏バイヤーとのネットワーク構築

が可能となります。 

 

ニ．早期の事業再生に資する方策 

当行からの経営改善支援活動を積極的に受入れ、かつ事業再生が可能と判断した当

行メインのお取引先を主に選定し、積極的に事業再生支援活動を実施しています。 

メインとなる活動は、中小企業再生支援協議会との連携による事業再生であり、過

剰債務の状態にあるもののキャッシュフローを確保でき、事業再生可能と判断したお

取引先には、ＤＤＳ、ＤＥＳ等の資本性借入金を活用するなど踏み込んだ金融支援も

検討していきます。 

人材派遣については、財務改善の支援サポートが必要と判断される場合など、人材

の選定を行ったうえで実施しています。 

事業再生の平成25年度上期実績は、経営改善支援先等のランクアップ、人材派遣お

よび中小企業再生支援協議会との連携等により46件の実績となり、計画を43件上回り

ました。審査部経営支援室と営業店の連携によるお取引先への経営改善支援取組みに

より、企業の財務内容が改善し、地域経済を下支えしております。 

支援案件について継続的に中小企業再生支援協議会と協議するなど、再建計画書策

定先に対する資金繰り支援等を行っており、今後も更なる支援活動を強化していきま

す。 
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公的資金の注入により十分な自己資本を確保したことで、地域の事業者に対して円

滑な資金供給を実施しております。加えて、地域経済は依然として厳しい状況にあり、

不良債権比率も高い水準にとどまる中、破綻懸念先の引当率について、貸倒実績率に

関わらず下限を設けるフロアルールやＤＣＦ法の導入により保守的な引当を実施する

ことも可能となりました。必要十分な引当の実施により、地域経済に過度な負担をか

けることがないよう、円滑な資金供給および早期の事業再生を進めながら、今後も引

き続き地域経済を支えて参ります。 

 

ホ．事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

   お取引先の事業承継ニーズに対しては、商工会議所・中小企業基盤整備機構等、外

部機関との連携を図りながらアドバイスを行っております。平成25年度上期において

は、当行取引先の事業譲渡にかかる資金供給を行い、計画通り１件の実績となりまし

た。 

今後、より積極的に事業承継に関する行内研修を行うなど、相談業務にあたる行員

の能力向上に取り組む事で、実績化へと結び付けていきます。 

 

ヘ．担保・保証に過度に依存しない融資 

   ＣＲＤ評点を活用し、鹿児島県の基幹産業である第１次産業から派生する農林水産

業、運輸業、製造業、卸・小売業を対象とする融資商品「アグリネット資金“南風（は

え）育ち”」や、ＡＢＬなど担保・保証に過度に依存しない融資に取り組むなど、中

小規模の事業者に対する円滑な資金供給を行いました。ＡＢＬについては、繁殖牛や

肥育牛などを担保とした畜産業者向けのほか、鰹節、鰻などの水産加工物、加工野菜

の卸売業など、農業関連においても、鹿児島県産品を取扱う企業の円滑な資金供給支

援を行っております。特に、農業関連については、所有不動産が農地中心となること

から、金融機関として担保を取得しづらいケースがありますが、ＡＢＬ等を活用する

ことで、担保・不動産に依存しない資金供給が可能となります。また、診療報酬を担

保とした医療機関向けの取組みも行っております。動産という担保ではありますが、

商流情報の把握による顧客の企業内容の把握や財務内容の悪化に対する早期の改善対

応が可能となるなど、取組みの効果は大きいものと考えております。取組み事例に関

するノウハウの蓄積により担保・不動産に過度に依存しない取組みを行ってまいりま

す。平成25年度上期実績は79件となり、計画を11件下回りました。 
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（2）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

①中小規模事業者に対する信用供与の残高の総資産に占める割合 

  ［中小規模事業者等に対する信用供与の計画・実績（表17）］   （単位：億円、％） 

22/9期 23/3期 24/3期 25/3期 25/9期 26/3期 

 実績 実績 実績 計画 実績 計画比 始期比 計画 実績（始期） 

中小規模事業者

等向け貸出残高 
2,698 2,724 2,798 2,895 2,769 2,908 139 184 2,774

6,772 6,838 6,954 7,122 6,938 7,230 292 392 6,955総 資 産 

総資産に対する

比率 
39.84 39.84 40.24 40.64 39.87 40.22 0.35 0.38 39.89

（注）中小規模事業者等向け貸出とは、銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ハに規定する別表一における 
中小企業等から個人事業主以外の個人を除いた先に対する貸出で、かつ次の貸出を除外しております。 

   政府出資主要法人向け貸出および特殊法人向け貸出、土地開発公社向け貸出等、大企業が保有するSPC 
向け貸出、当行関連会社向け貸出、その他金融機能強化法の趣旨にそぐわない貸出 

 

中小規模事業者に対する貸出金残高は、地場産業へ積極的に融資を行ったことから、

計画を139億円上回りました。具体的な増加要因としては、顧客ニーズの発掘や創業・

新事業に対する支援などの積極的な融資アプローチにより、ＡＢＬへの取組みや、賃

貸マンションの新築融資、医療機関・介護施設等への設備資金融資の取組み等を行っ

たことによるものです。 

総資産に対する比率については、40.22％となり、計画を0.35ポイント上回りまし

た。 

 

    参考：中小企業等貸出比率                    (単位：億円、％) 

22/9期 23/3期 24/3期 25/3期 25/9期 26/3期 

 実績 実績 実績 計画 実績 計画比 始期比 計画 実績（始期） 

中小企業等向け

貸出残高 
4,647 4,703 4,791 4,876 4,875 4,888 13 185 4,904

総資産に対する

比率 
68.62 68.77 68.90 68.48 70.26 67.60 △2.66 △1.17 70.51

  

②中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

中小規模事業者等に対する信用供与の実施状況については、月次開催の「経営計画

推進委員会」においてその履行状況をモニタリングしております。 

また、融資業務支援システム（電子稟議システム）の導入により、融資の受付から

決裁までの時間短縮による業務の効率化が図られ、従前よりもタイムリーな対応が可

能となりました。 

さらに、営業店長の決裁権限について見直しを実施した結果、特に小口融資につい

ては迅速な審査態勢となったことに加え、季節資金など継続的に行われる融資につい

ても、営業店と本部が協議のうえ正式稟議前に事前承認を行うことでスピーディな対

応が出来る態勢とするなど、資金ニーズにタイムリーに対応しております。 
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これまでも経営相談の受付や販路拡大支援、担保・保証に過度に依存しない資金供

給を行うなど地域活性化に取り組んでおりますが、今後につきましても中小企業金融

円滑化法の趣旨を踏まえ、コンサルティング機能を積極的に発揮し、地域金融機関と

してより一層の金融円滑化推進に努めます。 

 

③担保・保証に過度に依存しない融資の促進、その他の中小規模の事業者の需要に対応

した信用供与の条件または方法の充実のための方策 

担保・保証に過度に依存しない融資の促進にあたっては、中小規模事業者のおかれ

た経営環境や商流情報等を正確に把握することが必要であり、目利きやコンサルティ

グ能力の向上、動産担保融資（ＡＢＬ）等融資手法についての行内研修を行うことで

人材の育成に努めております。  

また、ＡＢＬについては、仏壇仏具製造業や養鰻業等、鹿児島県の特色ある地場産

業に対するものに加え、基幹産業である農業関連業種や医療・福祉関連など様々な業

種についても取り組んでいます。平成 25 年９月期は、32 件の 1,245 百万円の実績と

なりました。このうち再生エネルギー関連では、太陽光発電設備の設置資金として28

件の946百万円を取り組みました。 

今後も、事業価値を見極めながら資金供給を行うことで地場産業を支援してまいり

ます。 

 

④中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円滑に実施するための方策 

   中小規模事業者等向け貸出を着実に増加させるため、創業・新事業の開拓に取り組

む事業者に対する支援に加え、新たな販路開拓支援や事業運営の改善支援といった「Ｗ

ＩＮ－ＷＩＮネット業務」への取組みによって発生する増加運転資金や設備投資等の

新たな資金需要にも適切に対応しております。また、ＡＢＬ等の担保・保証に過度に

依存しない融資への取組みを行うなど、信用供与の円滑化に努めてまいります。 
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６．剰余金の処分の方針 

配当、役員に対する報酬および賞与についての方針 

（1）配当についての方針 

当行は、企業価値を高めるため、財務体質の強化と収益力を向上させるとともに、

国の資本参加を踏まえ、内部留保の蓄積により財務基盤の安定化を図ることで、安

定的な配当を実施していくことを基本方針としております。 

平成25年３月期の普通株式の配当については１株当り５円の配当を行いました。

また、平成25年３月期の優先株式については、発行条件に基づき１株当たり７円55

銭の配当を行いました。 

今後、役職員一丸となって本計画の達成に向けて全力で取り組むことにより、安

定した配当を実施していく方針です。 

 

（2）役員に対する報酬および賞与についての方針 

従来から役員報酬の削減に努めるなど、役員報酬部分における社外流出を抑制し

ているところではありますが、平成21年６月に続き平成22年６月の定時株主総会に

おいても役員を２名減員したことから、更に報酬総額は減少しております。役員賞

与については、従前より支給しておりません。 

また、平成23年６月の定時株主総会において、役員の業績向上および中長期的な

企業価値向上に対する貢献意欲を更に高めるとともに、株主重視の経営意識を高め

ることを目的として、役員退職慰労金制度の廃止、役員持株会への一定額の拠出を

柱とする役員報酬制度の見直しを行いました。 
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７．財務内容の健全性および業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策の進捗状況 

（1）経営強化計画の適切な運営管理に向けた活動 

これまでは、経営強化計画の着実な達成を図るために、「ＡＬＭ委員会」において、

月次で適切な計画の進捗管理に努めてまいりましたが、より実効性を高め、かつ着実

な経営強化計画の履行に向けて万全の態勢を構築するため、平成23年10月より「経

営計画推進委員会」ならびに「経営計画統括本部」を設置し、組織の推進態勢・管理

態勢の強化および効率化を図っております。 

さらに、各種施策の進捗管理については、平成 23 年度下期よりバランススコアカ

ードの活用など、より具体性ある定量的な管理を行っております。 

 

（2）経営の透明性確保 

株主、お客様および地域社会の皆様に、より当行の経営に対する理解を深めていた

だくために、引き続き適時適切な情報開示を行うことで経営の透明性を確保していき

ます。 

 

（3）内部監査態勢の強化 

①内部監査部門の態勢整備 

各種リスク管理態勢を十分検証できるだけの専門性や必要な知識を取得すべく、平

成25年度上期は外部研修に３回参加するなど人材の育成に努めております。 

また、プロセスチェックを重視した効率的かつ実効性のある監査を実施し、把握し

た問題点については原因等の分析および定期的にフォローアップを行うとともに、問

題解決に向けて適切な改善策を提言するよう努めております。営業店監査については、

総合監査に加え不祥事防止策として個別監査を継続的に実施しております。本部監査

についても、動態的なチェックを行うために総合監査とは別に無予告での個別監査を

実施しております。 

 

②監査役・監査法人との連携  

監査役に定期的な監査結果および内部監査の品質評価を報告するとともに、次回の

監査の実効性向上に向けて意見交換を行っていますが、今後も監査役との協力体制を

更に深め、監査機能の発揮に努めてまいります。 

監査法人との連携は、定期的に実施する自己査定検討会をはじめ、財務報告に係る

内部統制の有効性や評価結果に関する意見交換により図られていますが、今後も連携

を密に取り、内部監査の品質の向上および効率化に努めてまいります。 

 
 ③経営計画運営管理の適切性および有効性の検証 
   経営強化計画の運営管理の適切性および有効性の確保を目的として、監査部門の行

う本部各部の内部監査の監査項目に「経営強化計画への取組み状況」を設け、各種方

策に対する取組み状況の適切性などを検証しています。 
   なお、検証結果については、取締役会等に随時報告することで経営管理（ガバナン

ス）態勢強化に資するとともに、必要と認められた改善事項についてフォローアップ
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を行っております。 
 
（4）各種のリスク管理の状況および今後の方針等 

  統合リスク管理、信用リスク管理および市場リスク管理については、前記「４.（2）

リスク管理の体制の強化のための方策」に記載のとおりです。 

流動性リスク管理とオペレーショナルリスク管理の管理状況および今後の方針等

は以下の通りです。 

 

①流動性リスク管理 

流動性確保に向けては、万全の資金繰り対策を講じ、第一線準備量（現金や預け金

などの流動性準備高）の確保に努めております。資金繰り状況は、日次にて経営陣へ

報告し、流動性リスクの状況は、月次でＡＬＭ委員会に報告を行うことにより管理体

制の強化を図っております。 

 

②オペレーショナルリスクへの対応 

オペレーショナルリスクとして、事務リスク、システムリスク、法務リスク、イベ

ントリスクおよびレピュテーショナルリスクの各リスクを管理しています。 

事務ミスデータなどの顕在化した事象は、平成 19 年７月以降、営業店から報告を

求めてデータを蓄積・管理し、個別指導に活用しております。 

また、顕在化していない事象については、ＣＳＡ（＝コントロール・セルフ・アセ

スメント）等によるリスク洗出しが可能か検討してまいりましたが、マンパワー等相

応のコストが必要であり、実務担当者のスキルアップなどに引き続き取り組むととも

に、当行の規模に相応しいオペレーショナルリスク管理態勢の構築を目指してまいり

ます。 

当面、各種事務規程に潜在するリスクを洗い出すとともに、よりユーザー（行員）

が理解し易く使い勝手の良い事務手続集とするため、平成24年９月18日より、行内

ＬＡＮ上に新たな「事務手続集閲覧システム」を導入し、集合研修等において、行員

への周知徹底を図っております。 

システムリスクにおいては、営業店と本部間の回線や機器を、より安全性の高いネ

ットワークへ更改を行い、将来のデータ量の増加に対応してまいります。 

 

以 上 
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